
宮
城
県
地
域
と
共
生
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
条
例 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
改
称
） 

地
球
的
な
規
模
で
の
資
源
・
環
境
の
有
限
性
と
い
う
制
約
に
直
面
し
て
い
る
今
日
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
シ
ス
テ
ム
を
今
後
ど
の
よ

う
な
形
で
構
築
し
て
い
く
の
か
は
、
二
十
一
世
紀
の
地
球
社
会
に
と
っ
て
最
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。 

我
が
国
を
含
め
た
多
く
の
国
が
西
暦
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
（
温
室
効
果
ガ
ス
の
人
為
的
な
発
生
源
に
よ

る
排
出
量
と
吸
収
源
に
よ
る
除
去
量
の
間
の
均
衡
を
達
成
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
達
成
す
る
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て

お
り
、
石
油
・
石
炭
な
ど
の
化
石
燃
料
の
使
用
を
抑
制
し
て
二
酸
化
炭
素
等
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を
削
減
す
る
と
と
も
に
、

自
然
環
境
の
維
持
・
整
備
等
に
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
源
と
な
る
森
林
や
海
洋
の
保
全
等
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。 

ま
た
、
気
候
の
大
幅
な
変
動
は
、
自
然
災
害
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
地
球
規
模
で
大
き
な
被
害
が
発
生
し
、
本
県
も
そ
の
例
外
で

は
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
限
ら
れ
た
資
源
を
大
切
に
使
い
な
が
ら
、
環
境
の
保
全
に
十
分
な
注
意
を
払
い
、
地
域
の
持
続
的

発
展
を
可
能
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
目
指
す
取
組
を
通
じ
て
再
生
可
能
な
循
環
型
社
会
へ
の
変
革
を

強
力
に
推
し
進
め
、
社
会
成
長
に
つ
な
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

「
地
球
規
模
で
考
え
、
地
域
に
根
ざ
し
て
行
動
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
今
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
に

つ
い
て
地
域
住
民
と
事
業
者
等
が
相
互
理
解
を
基
本
に
共
生
し
つ
つ
、
地
域
資
源
の
有
効
活
用
に
努
め
る
こ
と
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
好
な
環
境
を
将
来
に
引
き
継
い
で
い
く
必
要
が
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
、
地
球
環
境
問
題
の
解
決
に
貢
献
し
、
持
続
的
な
発
展
を
可
能
と
す
る
循
環
型
社
会
及
び
脱
炭
素
社

会
を
築
き
上
げ
る
た
め
、
私
た
ち
が
で
き
る
役
割
を
最
大
限
に
自
ら
果
た
す
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 



 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
一
部
改
正
、
令
五
条
例
四
三
・
全
改
） 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、

県
、
市
町
村
、
県
民
及
び
事
業
者
等
（
営
利
又
は
非
営
利
で
事
業
を
行
う
個
人
又
は
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
責
務
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
地
球

温
暖
化
対
策
の
更
な
る
推
進
並
び
に
自
然
環
境
の
保
全
及
び
地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
一
部
改
正
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
」
と
は
、
太
陽
光
、
風
力
そ
の
他
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
う
ち
、
永

続
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
形
態
を
い
う
。 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
節
約
及
び
効
率
化
を
図
る
こ
と
を
い
う
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
一
部
改
正
） 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条
の
二 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
は
、
関
係
法
令
及
び
こ
の
条
例
の
遵
守
の
下
、

地
域
環
境
等
に
配
慮
し
、
ま
た
、
地
域
特
性
に
適
合
す
る
よ
う
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
は
、
地
域
住
民
へ
の
説
明
及
び
地
域
住
民
と
の
対
話
に
よ

り
十
分
な
理
解
を
得
な
が
ら
、
地
域
と
の
共
生
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

（
令
五
条
例
四
三
・
追
加
） 



（
県
の
責
務
） 

第
三
条 

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入

促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
施
策
を
策
定
し
、
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

２ 

県
は
、
市
町
村
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
実
施
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

県
は
、
そ
の
事
務
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
率
先
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推

進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
一
部
改
正
） 

（
市
町
村
の
責
務
） 

第
四
条 

市
町
村
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
に
係
る
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
か

ら
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
町
村
は
、
そ
の
事
務
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
率
先
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

市
町
村
は
、
県
が
実
施
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る

も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
一
部
改
正
） 

（
県
民
の
責
務
） 

第
五
条 

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
自
ら
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
及
び
省
エ
ネ
ル



ギ
ー
の
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
県
民
は
、
県
が
実
施
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
も

の
と
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
一
部
改
正
） 

（
事
業
者
等
の
責
務
） 

第
六
条 

事
業
者
等
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
に
係
る
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域

か
ら
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
等
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
積
極
的
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
等
は
、
県
が
実
施
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す

る
も
の
と
す
る
。 

４ 

発
電
等
関
連
事
業
者
（
電
力
の
発
電
や
送
電
、
小
売
、
熱
の
生
成
や
供
給
等
の
事
業
に
関
わ
る
者
を
い
う
。
）
は
、
そ
の
事
業

に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
拡
大
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
平
二
八
条
例
一
五
・
平
二
九
条
例
一
七
・
一
部
改
正
、
令
五
条
例
四
三
・
全
改
） 

（
連
携
の
推
進
等
） 

第
七
条 

県
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
っ

て
は
、
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
、
県
民
、
事
業
者
等
と
の
十
分
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
相
互

の
緊
密
な
協
力
が
増
進
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 



 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
一
部
改
正
） 

（
基
本
方
針
） 

第
八
条 
県
は
、
西
暦
二
〇
五
〇
年
ま
で
の
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
を
目
指
し
、
次
に
掲
げ
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

地
域
特
性
に
応
じ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
を
図
る
こ
と
。 

二 

県
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
様
々
な
場
面
に
応
じ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
を

図
る
こ
と
。 

三 

事
業
者
等
の
業
態
に
応
じ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
を
図
る
こ
と
。 

四 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
技
術
開
発
の
動
向
に
応
じ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進

及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
を
図
る
こ
と
。 

五 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
連
す
る
産
業
及
び
人
材
の
育
成
に
努
め
、
地
域
の

雇
用
創
出
を
図
る
こ
と
。 

六 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
に
積
極
的
に
取
り
組
む
地
域
づ
く
り
に
努
め
、
地
域
の
活
性

化
を
図
る
こ
と
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
一
部
改
正
） 

（
基
本
計
画
） 

第
九
条 

知
事
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な



推
進
を
図
る
た
め
、
前
条
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す

る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

本
県
の
地
域
特
性
に
即
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
長

期
的
な
目
標
及
び
施
策
の
大
綱 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
を
総
合
的
か
つ
計
画
的

に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
県
民
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４ 

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
宮
城
県
環
境
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
議
会
の
議

決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

知
事
は
、
三
年
ご
と
に
、
基
本
計
画
の
推
進
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

知
事
は
、
前
項
の
結
果
等
を
勘
案
し
、
基
本
計
画
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

８ 

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
一
五
条
例
一
・
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
六
四
・
一
部
改
正
） 

（
普
及
啓
発
） 



第
十
条 

県
は
、
県
民
及
び
事
業
者
等
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
の
効
果
並
び
に
必
要
性
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
自
発
的
な
活
動
を
行
お
う
と
す
る
意
欲
が
増
進
さ
れ
る
よ
う
普
及
啓
発

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
一
部
改
正
） 

（
自
発
的
な
活
動
へ
の
支
援
） 

第
十
一
条 

県
は
、
県
民
、
事
業
者
等
が
行
う
自
発
的
な
活
動
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
に

資
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
一
部
改
正
） 

（
関
連
産
業
の
振
興
） 

第
十
二
条 

県
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
連
す
る
産
業
の
振
興
の
た
め
、
事
業

者
等
が
行
う
事
業
活
動
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
資
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
必
要

な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
令
五
条
例
四
三
・
一
部
改
正
） 

（
研
究
開
発
の
促
進
等
） 

第
十
三
条 

県
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
資
す
る
技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
、
研

究
開
発
の
促
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
表
彰
等
） 



第
十
四
条 

知
事
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
に
関
し
て
特
に
功
績
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
対
し
、
表
彰
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
県
民
意
見
の
反
映
） 

第
十
五
条 

県
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
、
県
民
の
意
見
を
反
映

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
十
六
条 

県
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
着
実
に
推
進
す
る
た

め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

（
平
二
六
条
例
六
〇
・
一
部
改
正
） 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

第
十
七
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

（
令
五
条
例
六
四
・
旧
第
十
八
条
繰
上
） 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 
 
 
 

〔
次
の
よ
う
〕
略 

附 

則
（
平
成
一
五
年
条
例
第
一
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
降
の
計
画
の
策
定
、
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
六
年
条
例
第
六
〇
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い

う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
本
計
画
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
促
進
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
本
計
画
と
み
な
す
。 

（
委
員
の
任
命
及
び
任
期
の
特
例
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
促
進
審
議
会
の
委
員
で
あ
る
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
促
進
審
議
会
の
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
に
お
け
る
旧
条
例
第
十
七

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残

任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。 



（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
次
の
よ
う
〕
略 

附 

則
（
平
成
二
八
年
条
例
第
一
五
号
） 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
九
年
条
例
第
一
七
号
） 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
五
年
条
例
第
四
三
号
） 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
五
年
条
例
第
六
十
四
号
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
次
の
よ
う
〕
略 


